
2021年4月1日

厚生労働省 人材開発統括官付

企業内人材開発支援室 勝部 健太郎

人材開発支援助成金の活用について（団体等検定）



支 給 対 象 と な る 訓 練 等

賃⾦助成額 経費助成率 OJT実施助成額
（1人1時間当たり） （1人1コース当たり）

賃⾦要件等を 賃⾦要件等を 賃⾦要件等を

満たす場合※６ 満たす場合※６ 満たす場合※６

①
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス

人材育成訓練 10時間以上のOFF-JTによる訓練
760円

（380円）
960円
(480円)

45％
（30%）※１

60％
（45%）※１

－ －
60％※２

70％※３
75％※２

100％※３

認定実習併用職業訓練 新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
760円

（380円）
960円
(480円)

45％
（30％）

60％
（45％）

20万円
（11万円）

25万円
（14万円）

有期実習型訓練
有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施する
OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

760円
（380円）

960円
(480円)

60％※２

70％※３
75％※２

100％※３
10万円

（９万円）
13万円

（12万円）

② 教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練休暇制度（３年間で５日以上）を導入し、
労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

－ － 30万円 36万円 － －

③
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス

⾼度デジタル⼈材訓練

高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練

960円
（480円）

－
75％

（60％）
－ － －

成⻑分野等⼈材訓練 960円※４ － 75% － － －

情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを
組み合わせた訓練

760円
（380円）

960円
（480円）

60％
（45％）

75％
（60％）

20万円
（11万円）

25万円
（14万円）

定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 － －
60％

（45％）
75％

（60％）
－ －

⾃発的職業能⼒開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練
（訓練費用を負担する事業主に対する助成）

－ － 45% 60% － －

⻑期教育訓練休暇制度
⻑期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導⼊し、
労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

960円※５

（760円）

ー ※５

（960円） 20万円 24万円 － －

教育訓練短時間勤務等制度 － － 20万円 24万円 － －

④ 事業展開等リスキリング支援コース 事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる
知識や技能を習得させるための訓練

960円
（480円）

－
75％

（60％）
－ － －

⼈材開発⽀援助成⾦のご案内（令和６年度）

⼈材開発⽀援助成⾦は、事業主等が雇⽤する労働者に対して、その職務に関連した専⾨的な知識及び技能の習得を

させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃⾦の⼀部等を助成する制度。

【助成対象（申請者）︓雇⽤保険適⽤事業主 対象労働者︓雇⽤保険被保険者】

※１ 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率 ※２ 非正規雇用労働者の場合の助成率 ※３ 正社員化した場合の助成率 ※４ 国内の大学院を利用した場合に助成 ※５有給休暇の場合のみ助成（１人１日当たりの助成額）
※６ 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して５％以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較

して３％以上上昇している場合に、助成率等を加算 ※７令和８年度末までの時限措置

（ ）内は中⼩企業以外の助成額・助成率

令
和
４
年
４
月
～※

７

令和４年12⽉〜※７
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令
和
４
年
４
月
～※

７

令和４年12⽉〜※７

2



事業展開等リスキリング支援コース

支給対象

① 訓練時間数が10時間以上であること

② OFF-JT（企業の事業活動と区別して⾏われる訓練）であること

③ 職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること

注︓本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」（様式第２号）を職業訓練実施計画届と併せて提出する必要

があります。取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注︓「事業展開」は、訓練開始日から起算して、３年以内に実施する予定のものまたは６か⽉以内に実施したものである必要があります。

i. 企業において事業展開を⾏うにあたり、新たな分野で必要となる専⾨的な知識および技能の

習得をさせるための訓練

ii. 事業展開は⾏わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメー

ション（DX）化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する

業務に従事させる上で必要となる専⾨的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

訓 練

対象者 事業主︓雇用保険適用事業所の事業主

労働者︓雇⽤保険被保険者

助成⾦の詳細
はこちら ↓

[参考] 事業展開の例︓ 新商品や新サービスの開発、製造、提供または販売を開始する 等

デジタル・DX化の例︓ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパレス化を進めた 等

グリーン・カーボンニュートラル化の例︓農薬の散布にトラクターを使⽤していたが、ドローンを導⼊した 等

助成率・助成額

経費助成率 賃⾦助成額（1人1時間） 1事業所1年度あたりの
助成限度額中小企業 大企業 中小企業 大企業

75％ 60％ 960円 480円 １億円

10時間以上100時間未満 100時間以上200時間未満 200時間以上

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

30万円 20万円 40万円 25万円 50万円 30万円

① 助成率・助成限度額

② 受講者１⼈あたりの経費助成限度額

助成⾦受給の主な流れ

Step０

訓練内容の検討

S t e p２
訓 練 実 施

S t e p３
支給申請
(最寄りの
労働局へ）

S t e p１
計 画 提 出
(最寄りの
労働局へ）

【業界団体】
団体等検定を受検するために

必要な訓練内容を検討する。
また、団体等検定を活用する

事業主に訓練を周知する。

【事業主】

●訓練実施計画に基づき訓練を実施

●事業主は支給申請までに訓練経費

全額を支払う

【事業主】

●職業訓練実施計画を作成する

●作成した必要書類を訓練開始

日の１か月前までに管轄労働局

に提出する

【事業主】

●訓練終了日の翌日から⼆ヶ⽉以

内に必要書類を管轄労働局に申請

活⽤事例

課 題

実施訓練

会社内に業界として⼀定程度のスキルを持った⼈

材を育成した上で評価することにより、人材の定着

を図りたいが、評価基準がなくどのような訓練を

⾏ったらよいかわからない。

●団体等検定と連携した基礎的訓練

訓練時間︓30時間（7.5時間✕4日間）

訓練経費（団体等検定の受験料等含む）

25万円／1人 ４人受講 100万円

助成額︓約87万円
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労働局連絡先

労働局 担当課 電話番号

北海道労働局
雇⽤助成⾦さっぽろセン
ター６階

011(788)9070

⻘森労働局 職業対策課 017(721)2003

岩手労働局 職業対策課助成⾦センター 019(606)3285

宮城労働局 職業対策課助成⾦センター 022(299)8063

秋田労働局 訓練課 018(883)0006

山形労働局 助成⾦センター 023(666)3614

福島労働局 職業対策課 024(529)5409

茨城労働局 助成⾦事務センター 029(297)7235

栃木労働局 助成⾦事務センター 028(614)2263

群馬労働局 職業対策課 027(210)5008

埼玉労働局 職業対策課助成⾦センター 048(600)6217

千葉労働局 職業対策課分室 043(441)5678

東京労働局
ハローワーク助成⾦事務セ
ンター

03(5332)6926

神奈川労働局 神奈川助成⾦センター 045(277)8801

新潟労働局 職業対策課助成⾦センター 025(278)7181

富山労働局 助成⾦センター 076(432)9172

石川労働局 職業対策課 076(265)4428

福井労働局 助成⾦センター 0776(22)2683

⼭梨労働局 訓練課 055(225)2861

⻑野労働局 訓練課 026(226)0862

岐阜労働局 助成⾦センター 058(263)5650

静岡労働局 職業対策課 054(271)9970

愛知労働局 あいち雇用助成室 052(688)5758

三重労働局 職業対策課 059(226)2111

労働局 担当課 電話番号

滋賀労働局 職業対策課 077(526)8251

京都労働局 助成⾦センター 075(241)3269

大阪労働局 助成⾦センター 06(7669)8900

兵庫労働局
職業対策課（ハローワーク
助成⾦デスク）

078(221)5440

奈良労働局 助成⾦センター 0742(35)6336

和歌山労働局 職業対策課 073(488)1161

鳥取労働局 訓練課 0857(88)2777

島根労働局 訓練課 0852(20)7028

岡山労働局 助成⾦事務室 086(238)5301

広島労働局 職業対策課 082(502)7832

山口労働局 職業対策課 083(995)0383

徳島労働局 助成⾦センター 088(622)8609

香川労働局 助成⾦センター 087(823)0505

愛媛労働局
職業対策課分室（助成⾦セ
ンター）

089(987)6370

高知労働局 助成⾦センター 088(878)5328

福岡労働局
職業対策課福岡助成⾦セン
ター

092(411)4701

佐賀労働局 職業対策課 0952(32)7173

⻑崎労働局 職業対策課 095(801)0042

熊本労働局 助成⾦センター 096(312)0086

大分労働局 ⼤分助成⾦センター 097(535)2100

宮崎労働局
助成⾦センター（ハロー
ワークプラザ宮崎内）

0985(62)3125

⿅児島労働局
職業対策課各種助成⾦相
談・受付コーナー

099(219)5101

沖縄労働局 沖縄助成⾦センター 098(868)1606

※ 対象労働者が所属する雇用保険適用事業所を管轄する労働局にお問い合わせください。 5


